
大規模災害時の広域応援・受援に関する覚書 
   

 

九州地方知事会（以下「甲」という。）と九州市長会（以下「乙」

という。）は、平成２８年熊本地震の教訓を活かし、今後起こりう

る大規模災害に備えるため、防災先進地域「九州」を築くことを

目指して、相互に連携した広域応援活動と受援体制整備の実施に

ついて、次のとおり覚書を締結する。 

 

１．緊密な連携による迅速かつ切れ目のない被災地支援 

（１） 甲及び乙は、大規模災害が発生した際は、双方の強みを活

かしながら緊密に連携し、迅速かつ切れ目のない被災地支援

を行う。 

（２） 乙の構成市は、甲の構成県が九州・山口９県災害時応援協

定第７条に基づき、カウンターパート方式を基本として被災

県に対する応援を行う際に、九州各県から要請があった場合

には、応援職員を被災市町村へ派遣する。 

（３） 乙は、大規模災害時に被災県庁にリエゾンを派遣して情報

収集を行うとともに、構成市からなる即応支援班を被災地へ

派遣し、物的支援などのプッシュ型支援を行う。 

 

 

 



２．的確な受援体制の確立 

（１） 甲の構成県は、市町村が受援計画を策定するために必要な

支援を行う。 

（２） 乙は、構成市に対し、受援計画の策定を働きかける。 

 

３．防災対応能力の強化に向けた人材の育成 

（１） 甲の構成県は、優れた危機対応能力を有する人材の育成や、

防災訓練等をより積極的に実施する。 

（２） 乙は、優れた危機対応能力を有する人材の育成や、防災訓

練等を実施するとともに、構成市に対して、九州各県主催の

研修等への積極的な参加を働きかける。 

 

   

この覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名

押印の上、甲・乙各１通を保有する。 

 

   平成２９年５月１５日 

            九州地方知事会  

会 長  広 瀬 勝 貞 

        

九州市長会 

       会 長  森   博 幸 


